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構造計算適

合性判定 確認済証 審 査 

受理要件 

① 建築場所が市内であること。 

② 着工前であること。 

③ 添付図書が全てあること。 

④ 手数料（認定申請手数料一覧参照） 現金納付となります。 

⑤ 建築確認申請を同時に行う場合は、確認申請の受理要件を満たして

いること。 

※ 登録住宅性能評価機関による事前審査を受けた場合、認定申請に確

認書を添付することにより審査時間が短縮されます。 

建築確認申請 建築主事 
併願の場合 

受理時審査 

受 付 

適合するかどうかを決定することができない旨の通知（市細則・様式第２号） 

又は 

認定しない旨の通知（市細則・様式第１号） 

認 定 

認定証交付 

工事完了報告書（市細則・様式第６号）を提出すること。 

※ 添付書類 

   ・検査済証の写し 

・建設住宅性能評価書の写し又は工事監理報告書の写し 

・委任状（申請者が他人に委任する場合） 

 

a) 住宅の建築の着工予定時期又は完了予定時期の６か月以内の変更であるもの 

b) 分譲事業者のみが申請した場合（法第５条第３項に該当する場合）における認定計画に

あっては、譲受人の決定の予定時期の６か月以内の変更であるもの 

c) 変更後の認定に係る建築等計画が認定基準に適合することが明らかな変更。 

d) 上記 c)において、確認申請の申し出を併せて申請している場合には、建築基準法施行規

則第 3条の２に規定する軽微な変更であるもの。 

軽微な変更は以下に該当するもの（規則第 7条） 

申請者（代理者） 

着 工 

建築完了 

審 査 


